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果樹団地の運営型態（第2報）

赤　間　末　書

（宮城県鳥試）

1　ま　え　が　き

第1報では宮城県における果樹団地を発生動機やそ

の後の運営内容から類型区分を行い主として成立条件

や運営上の問題点について述べた。今回はこれら対象

団地についての発展条件を再検討して条件設定のため

の具体的な対策を明らかにしたので報告する。

2　課題接近の方法

果樹団地の維持発展をはかるための対策は発展条件

を明らかにすることによって始めて成し得る。発展条

件を要約すると組織化の要因となった予測のメリット

が組織化後の組織運営によりいかに具現されたか。あ

るいは具現されつつあるかにかかわっている。そして

このメリ，トの判定は組織自体の利益向上はもとより，

構成員それぞれが組織化以前の個人の利益と比べて前

者が大きい場合，あるいは構成員間の利益差が僅少で

あればある程度組織の維持発展が期待できる。そして

組織自体の利益向上については収益性や経済性がその

要因となり具体的には生産段階や販売段階での組織運

営に関係し，また，故枕施設の利用組織における共同

利用や共同作業の在り方に関係する。構成員間の利益

差，すなわち，公平性については生産手段の調達にお

ける公平，生産用役に対する公平な配分等の運営にか

かわっている。以上のような考え方に立って団地の発

展対策を検討すると以下のとおりとなる。

5　研　究　結　果

果樹団地の維持発展対策

1　集団栽培型態団地

この型態団地は技術導入と産地化を組織化によって

実現しようとするもので，一般に目的遂行のため次の

ような事業が行われている。すなわち，講習会，技術

研修，および先進地視察会の開催を始めとし栽培の面

では品種や資材の統一，苗や資材の共同購入，栽培技

術や作業時期の協定等が行われている。したがって団

地組織化による利益は直接的ではなく各成因農家の技

術向上や自主的な実行が伴って始めて増収とか晶質向

上と云った具体的な効果が期待される。それ故前述の

講習会や先進地視察の企画も単なる行事としての計画で

なくほんとうに農民の意欲を燃やすに足る内容でなけ

ればならないし，また，その意欲を満たすに足る技術

研修でなければならない。また，各種の脇定項目や脇

定内容についても成員農家■の圃場条件や経営条件にマ

ッチしたものでなければ実行に騰み切り難い。つまり

水の飲み方だけを指導するのでなく水のある場所まで

指示しない限り実効が挙がらない。なお集団栽培の展

開論理は成員間に技術差があればある程発展し技術が

平準化するにつれ停滞する。したがって一方で中核農

家や指導機関職員の技術開発が必要となる。また，技

術協定の基本を成す品種の協定については，永年作物

であるため固定化する傾向にあるが，需要動向が大幅

に変化する場合は，栽穂後と云えども改植や高凄によ

って思い切って更新する必要がある。

2　脇業組織型態団地

この型態団地の組織化目的は，栽培の省力化や果実

の規格化を期待する農家同志が，施設費負担の軽減と

合理的利用（作業費の節約）をねらいとして践枕施設

を共同で導入し，その利用組織として組織化されるも

ので，その後の運営は採用手段の規模や種類の異なる

につれ様々である。しかし，共通的な条件は施設費の

負担額や負担方法が適正であったかどうか。また，そ

の後の運営における機械施設の能率や稼働率の如何に

よってどれだけ作業経費が節約されているか，そして

経費負担の方法が公平に行われているか等が組織の維

持発展に大きく影響している。特に後者にあっては成

員農家の生産基盤の条件や経営規模の相違，さらには

各種利用組織の異なるによって一律でないので，以下

採用手段別利用組織の在り方について述べる。

定置配管施設の利用組織

（日　設置導入条件　果樹園が団地化され配管距離が

短くて済むこと。施設の規模は面積や出役人負に応じ

た立上がり利用本数（同時散布）等から逆算して馬力

規模を決定すること，もし団地隣接の農家が将来加入

する見込のある場合はその分を割増して計画すること。

（2）施設費の負担要領　総額を組合員（加入予定者

を含む）の面積割で現金出資するか，または借入資金

を負担すること。

（8）労働調達の要領　機関手兼調剤掛の専従者2名

の外ホース支持，噴霧掛等の組作業人員を確床できる

ような出役計画が必要で，労働調達の方法は防除全回

期間を通じた面積割とすること。1回の散布必要人員
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は最低限に抑えること，ただし末端圧力に不同を生じ

た場合は立上がり利用本数で調節することになるので，

その場合の必要人員が変わることに計画書は注意を払

うこと。調達は義務出役制が一般である。

（4）防除費の詞遠要領　散布経費は施設の減価償却

乱　借入利子，専従者人件費等の固定費と燃料費，農

薬費等の変動貨を内容として，対象園地に樹令差のな

い場合は本数割．樹令が異なる場合は第1表に示すよ

うな樹令点数割が合理的である。すなわち機構の中に

評価委員を設け，委員の園地立見によって地形や樹令

を勘案した果樹1本当たりの点数（第1表参照）を評

価し，それに農家別本数や総本数を乗じて農家別持点

や癌点数を算定し，一方．前述の総経費から1点当た

りの単価を算出し，これに農家別持点を乗じて農家別

の負担感を算出して賦戎徴収する。

第1表　共同防除における負担金算出方法1）ただし掛合点数評価法

防 除 実 施 組 合 総
農　 薬 名 使 用 量 単　 価 金　 額

小 計 金 額 実 施 点 数 1点 単 価 農 家 別

持 点

（D ）

負 担 額

回 期 月 日 散 布 量 仏） （3 ） ゆ （C ） C x D

軋 1

2

4 ／ 2

4／1 9

14，0 0 0 g

1占，0 0 0

扱 採 油 乳 剤

ス ミ チ オ ン

リ ノ 一・

5 2 缶

5 2袋

8 本

9 5 0円

8 9 0

2 2 0

5 0．4 0 0 円

2 8 ．4 8 0

1，7 8 0

犯 4 0 0 円

5 0．2 4 0

8．1 5 5

8，1 5 5

5．7 4 円

5．7 4

8 8 8 点

8 8 8

5，5 1 4

5，2 9 8

／■‾■ ′【■、ヾ＝
／‾、

1 1 已／つ7

2 1，5 0 0

硫 酸 銅

生 石 灰

ダ イヤ ジノン

ミノレくックス

リ ノ ー

9 0毎

2 2 0

4 5

8 4

1 1

2 0 0

1 9

7 1 0

5 0 0

2 2 0

1 8．0 0 0

4，1 8 0

5 0，5 5 0

5 2，0 0 0

2，4 2 0 8 ス1 5 0 8．15 5 10．7 2 亀 d 管4 9 8

そ の 他 資 材 ，労 賃 等

労　 賃

燃　 料

2 2人

1，0 0 0 g

1．5 0 0

4 0

5 5．0 0 0

4 0．0 0 0 75．0 0 D 8，15 5 R O D 8 8 ° 1 9 7 4

合　　　 計 7ス‘8 5

注・1）樹令点数評価法による。

2）樹令評価の例　～8年－1点，占～7年－2点，8～9年－5点，10年－4点，11年－5点，
12年－る点，15－7点，14－8点，15年－9点，18年－10点

5）酎令点数割は農寒．燃料労賃等の変劾費に適用し，それ以外の減価償却費，借入利子，等の固定
費は面積割とする。

SS中心の利用組織

（1）導入条件　SSを導入する場合は，基盤条件と

して道路や圃道が整備され，地形が150以内の傾斜か

平担地で栽植距離がSS穣働に適していること，なお，

過剰投資にならないよう対象面薇が経済虚構とS Sの

負担面横の間にあることが望ましい。

（2）導入資金の負担要領　トラクターやSS，それ

らの格納庫等の施設資金を成員農家の本数割で現金出

資または借入資金を負担する。

（3）労働調達の要領　必要人員は1台当たり謁剤兼

務のオペレーター2名が最低必要で専従制にすること

が望ましい。なお，オペレーターは機械施設とともに

作業精度や能率に大きく影響するので，その確保に当

たっては単に人数だけでなく，技術的に優れた者を高

賃金で雇い入れる必要がある。

（4）防除経費の調達方法　各施設の減価償却費，借

入利子，燃料費，農薬費等の総経費を掛合差のない場

合は農家別の本数割，樹命差の大きい場合は農薬の散

布量実績割がとられるのが一般である。すなわち，散

布回期ごとの散布総経費と稔散布量から1リットル当

たりの経費を算定し，これに農家別散布量実績を乗じ

て農家別防除費とし賦課徴収する。
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選果場中心の利用組織

日）設置導入条件　果樹団地や地域農家の技術水準

が高く良質果実が生産され，しかも，標準化されてい

ることが必要で，そのためには地形土壌条件等が均一

であるばかりでなく技術的な較差が少ないことが望ま

しく，したがってこの点では集団栽培の組織化の効果

が大きく期待されるわけである。商品化や商品価値を

高める場合，包装や果実の規格化だけに日を奪われて

いるが質的な規格化，すなわち，標準化が重要な要因

であることを再認識すべきである。なお，現在の選果

機能は果実の大小のみの規格化のため，選果機の能率

化をはかるため集出荷組織単位で集荷場施設や予備選

果の作業組織＿が絶対必要条件となる。

（2）施設資金の調達要領　この施設の機能は，商品

化を高め産地形成をはかる上で大きな役割を果たすが，

第2表　共同選果における負担金の算出方法l）

操業期間が限られていること等からコストが高くつい

たり，施設規模の大きい場合には，過剰投資になる傾

向がある。したがって施設の運営もさることながら，

資金の負担方法についても慎重を期せねばならない。

特に受益者の利用割合が異なる選果場の利用組織の場

合に問題がある。次に一つの対策事例を述べると，制

度資金を借りて施設を導入した場合，元利償還金を受

益農家の出荷予定（点数評価）割で負担する方法が考

えられている。つまり第2表に示してあるように，1

本当たりの果樹の生産量を箱単位で評価し，さらに前

年度の出荷実績を感で示してこれに乗ずれば1本当た

りの出荷点数が表示され，これにさらに農家別本数を

掛ければ農家別の持点が算出される。これを対象果樹

園の絶点数に占める割合を計算して元利償還金の負担

額を計算する方法がとられている。

農　 家　 名 持　 点　 数 左の対総点 数指数 土地，建物 負担金頗 機 械 備品 負 担 金頗 負　 担 額　 計

‰ 1 d O d

喀 円 円 円

R d 2 8．9 0 5 5．7 9 0 5 4．8 9 8

2 2 5 0 4 ．6 1 1．9 2 5 2．5 9 0 1 4，5 1 5

／‾、＼）′【＼ノ
’■′＼ノ√＼－（ lノ　　　　　　　 l

合　 計 8．2 8 9 5 1 0 0 5 0 0，0 0 0 d O，0 0 0 5 d O，0 0 0

注．1）生産出荷見込割による。

2）農家別持点の算出基礎は果樹の生産力単位を1箱1点とした場合の1本当たりの点数とし

それに点数別本数と前年度出荷実績パーセ／トを乗じて農家の出荷負担持点としその持点

で施設費を負担

5）選果場の利用料の負担は次の算出基礎により受益者割とする。

1．選果手数料……‥年減価償却乳　年支払利子，年間労賃の合計額を出荷予定箱数で

割って箱当たり手数料とする。

2．資　材　費……‥資材一式の購入実碩

5．販売手数料……‥単脇は販売価格の2喀

経済連は1留，

4．運　　　賃……‥輸送費の実績

（3）利用料金の設定と負担方法　利用料の算出基礎

は，施設の年償却額と選果労賃を基本に電気料その他

管理費を加算して出荷箱数割で負担し，徴収方法は販

売代金から控除されるのが一般である。

（4）労働調達の方法　採用する選果機の種類や規模

によって必要人員は異なるが，常時稼働の場合の必要

人員を専従させピーク時の増員は臨時雇用にする方法

が有利である。

市場7珍
）計10痴

5　協業経営塾態団地

この型態団地の組織化は果樹の共同生産が目的で，

土地，労働，資本の生産手段の一部または全部が共同

化され共同経営が行われる場合である。この団地の運

営の基本問題は土地所有関係が決定的な問題になって

いるのでその整理が必要である。つまり組織化段膳で

土地を共同で購入または小作した場合は，運営にかナ

る収支や労働調達が平等に行われやすく，したがって
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発展条件は収益性や経済性だけに集約される0　ところ

が農地や山林の持寄りによる場合は，平等主義が貫け

ず運営は繁雑を極めトラブルの要因となる。このよう

な団地は持寄り土地の再評価を行って会社的な運営に

するか，または組合が組合員の土地を借地した形で前

と同じ運営方法をとるのが望ましい。

水田地帯における野菜部門の拡大と産地形成

嶋崎　善治・柴田昭治郎
（秋田県農試）

1　は　じ　め　に

これからの野菜経営は，市場取引の大型化に伴って，

生産の側でも，産地を単位とした取組みに転換しなけ

ればならないが，その産地化の条件として，一般的に

軋　まず，大量，均質．継続供給ができて，市場にお

ける大量迅速な取引に適合していることと，次に産地

間兵争の最終的な決め手として，産地の各農家の生産

力が高く，生産費の安い，すなわち収益性の高いこと

が重要となる。

さて，秋田県においては，米の特化係数が1・8と著

しく高い反乱　野菜，果実，畜産部門では，大幅に全

国水準を下回っている。

すなわち，米単作のしかも野菜は自給的傾向が強く，

その規模も零細である。

これを経営の中に定着させて，さらに産地として発

展するためには，いろいろな問題があり，その解決が

迫られている。この研究は，これらの点を解明し，野

彙部門規模の安定拡大と産地の形成確立の対策を明ら

かにすることをねらいとして行ったものである。

2　試　験　方　法

研究対象としたのは，生産力の高い稲作地帯で，野

菜部門の拡大により産地化を進めつつある地域を選定

し，種類は．比較的粗放作物としてのすいかと，労働

集約の典型作物である夏秋きゅうり，専門的な期待の

持てると思われる。ハウスメ・コ：／の5つを選び，農家

調査により検討した。

5　試　験　結　果

まず，作物別経済性についてみると，すいかは，1D

a当たり粗収益108千円，所得59千円，所得率55多

で，家族労働10時間当たりの所得は4，550円と高く，

しかも，稲作との労働力点合は少ない。また，育苗は

専門農家が分担するので，10a当たり，150時間と稲

作なみの労働時間ですみ，複合部門としては取り組み

やすい作物である。しかし，価格変動の大きいことが

問題でさり，前述の所得は，過去5カ年の市場価格を

平均したものの試算である。

また，一戸当たりの規模拡大目標は，転換田などに

拡大できるとすれば，労働力の面から現状の20～50乙

から1haまでと考えられる。

次にハウスメロンの粗収益は，550が当たり201千円

で，所得は100千円，所得率47虜で，家族労働10時

間当たりの所得は2，000円である。これは現状では稲

作のdO喀程度の水準であるが，秋田メロンとしての銘

柄確立，栽培の団地化がなされ，農脇系統による東京

市場への一元出荷が図られているので，水田地帯にお

いて，主菜的なウェートまで拡大できるものと思われ

る。しかし，東京市場への出荷期間が，9月5半句か

ら10月5半句の約1カ月間に限られていること，そ

れに一定の技術脇定に基づく生産過程の統一が図られ

てはいるが，収量，品質の個人差の縮小が十分でない

ことなどに問題があり，市場評価を高める対策が迫ら

れている。

また，一戸当たりの規模拡大方向としては，施設，

装置の高度化によって，労働力の面から現状の1，850

秒から5．000彿一までの拡大目標が考えられる。

さらに，夏秋きゅうりの粗収益は，1ロ乱当たり，565

千円，所得200千円，所得率55感で家族労働10時間

当たりの所得は，2．750円となり，メロンを上回るが，

何よりも，家族労働力からくる面積制限が厳しいので，

一戸当たりの部門規模は，20a程度となり，どうして

も稲作の複合部門としての性格が感く，それだけに，

稲作部門の機械による省力化あるいは委託などによっ

て，刈取時期の労働力競合を緩和するための組織作り

が伴わなければならない。

以上が，作目別の基本的な経常的性格であるが，さ

らに具体的な経営の発展条件として①収益を支配する

生産力，②規模の拡大条件，③生産の組織化の5課題

について検討してみる。

まず，収益性を支配する技術の高位平準化について

は農家の個人差に加え，作物別の技術的，経営的性格

が著しく異なるので，ただ単に機械的に増産するので


